
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日（
木
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

四
月
十
一
日

辞
任

補
欠
選
任

岸

真
紀
子
君

鬼
木

誠
君

四
月
十
二
日

辞
任

補
欠
選
任

足
立

敏
之
君

長
谷
川
英
晴
君

若
林

洋
平
君

鶴
保

庸
介
君

串
田

誠
一
君

室
井

邦
彦
君

四
月
十
三
日

辞
任

補
欠
選
任

室
井

邦
彦
君

清
水

貴
之
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

ゲ

舫
君

理

事

青
木

一
彦
君

長
谷
川

岳
君

森
屋

隆
君

高
橋

光
男
君

石
井

苗
子
君

委

員

石
井

浩
郎
君

大
野

ヘ
正
君

梶
原

大
介
君

清
水

真
人
君

鶴
保

庸
介
君

豊
田

俊
郎
君

永
井

学
君

長
谷
川
英
晴
君

山
本
佐
知
子
君

ぎ
井

章
君

鬼
木

誠
君

三
上

え
り
君

竹
谷
と
し
子
君

矢
倉

克
夫
君

清
水

貴
之
君

嘉
田
由
紀
子
君

浜
口

誠
君

田
村

智
子
君

国
務
大
臣

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
君

副
大
臣

国
土
交
通
副
大
臣

豊
田

俊
郎
君

国
土
交
通
副
大
臣

石
井

浩
郎
君

大
臣
政
務
官国

土
交
通
大
臣
政

務
官

清
水

真
人
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

清
野

和
彦
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送

付
）

○
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す
る
件

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
ゲ
舫
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
国
土
交
通
委
員
会

を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昨
日
ま
で
に
、
岸
真
紀
子
君
、
串
田
誠
一
君
、
若
林
洋

平
君
及
び
足
立
敏
之
君
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠

と
し
て
鬼
木
誠
君
、
室
井
邦
彦
君
、
鶴
保
庸
介
君
及
び
長

谷
川
英
晴
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
本
日
、
室
井
邦
彦
君
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ

の
補
欠
と
し
て
清
水
貴
之
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
ゲ
舫
君
）
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再

生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題

と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
斉
藤
国
土

交
通
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
斉
藤
鉄
夫
君
）
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し

て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
公
共
交
通
は
、
住
民
生
活
や
地
域
の
社
会
経
済
活

動
に
不
可
欠
な
社
会
基
盤
で
す
が
、
人
口
減
少
や
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
等
に
よ
る
長
期
的
な
利
用
者
の
落
ち
込
み

に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に

よ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
の
影
響
も
あ
り
、
大
変
厳

し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
大
規
模
な
設
備

を
要
す
る
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
ロ
ー
カ
ル
線
区
に

お
い
て
、
利
用
者
の
大
幅
な
減
少
に
よ
り
、
こ
う
し
た
設

備
を
生
か
し
た
大
量
輸
送
機
関
と
し
て
の
特
性
が
十
分
に

発
揮
で
き
な
い
状
況
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
の
関
係
者
が
共
創
、

す
な
わ
ち
連
携
と
協
働
を
通
じ
て
、
利
便
性
、
持
続
可
能

性
、
生
産
性
の
高
い
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

リ
デ
ザ
イ
ン
を
進
め
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と

が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
度
こ
の
法
律
案
を
提
案

す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
法
律
の
目
的
に
、
地
域
の
関
係
者
の
連
携
と

協
働
の
推
進
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
国
の

努
力
義
務
と
し
て
、
関
係
者
相
互
間
の
連
携
と
協
働
の
促

進
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
地
域
公
共
交
通
計
画
へ
の
記

載
に
努
め
る
事
項
と
し
て
、
地
域
の
関
係
者
相
互
間
の
連

携
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
の
再
構
築
を
図
る
た
め
、
大

量
輸
送
機
関
と
し
て
の
鉄
道
の
特
性
が
十
分
に
発
揮
で
き

て
い
な
い
区
間
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
又
は
鉄
道
事

業
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
再
構
築
協
議
会
の
組
織
を
要

請
で
き
る
こ
と
と
し
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
関
係
地
方
公

（
第

十

部
）

一

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
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）



共
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
基
準
に
合
致
す
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
再
構
築
協
議
会
を
組
織
し
、
同
協

議
会
が
再
構
築
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
等
の
地
域
公
共
交
通
の
リ

デ
ザ
イ
ン
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
と
交
通
事
業
者

が
、
一
定
の
区
域
、
期
間
に
つ
い
て
、
交
通
サ
ー
ビ
ス
水

準
と
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
、
交
通
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
行
う
事
業
と
、
交
通
分
野
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
、

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
や
Ｇ
Ｘ
、
グ

リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
事
業

を
、
そ
れ
ぞ
れ
法
律
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

四
に
、
鉄
道
と
タ
ク
シ
ー
に
お
い
て
、
地
域
の
関
係

者
の
連
携
と
協
働
の
一
層
の
推
進
や
地
域
に
根
差
し
た
輸

送
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
た
め
、
地
域
の
関
係
者
間
の

協
議
が
調
っ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
認
可
に

代
え
て
、
届
出
に
よ
り
運
賃
設
定
が
可
能
と
な
る
協
議
運

賃
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御

審
議
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
ゲ
舫
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は
終
わ

り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
ゲ
舫
君
）
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す
る
件

に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
審
査
の
た
め
、
来
る
十
八

日
午
前
十
時
に
参
考
人
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴

取
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
ゲ
舫
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

な
お
、
そ
の
人
選
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
委
員

長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い

ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
ゲ
舫
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ
う
決

定
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
五
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

四
月
十
二
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



三

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



四

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



五

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



六

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



七

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



八

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



九

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



一
〇

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



一
一

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



一
二

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



一
三

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



一
四

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】



一
五

第
十
部

国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
八
号

令
和
五
年
四
月
十
三
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
七
月
七
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

東
京
法
令
出
版
株
式
会
社


